
 

 

 

 

 

 

●対象施設は・・・ 

  知的障害者または身体障害者を主たる利用者とする、江戸川区内に設置 

するグループホームやグループホームに併設された短期入所施設など 

 

●対象事業者は・・・  

東京都の「障害者通所施設等整備費補助要綱」の補助金の交付額が確定し 

ている事業所で、社会福祉法人または医療法人、特定非営利活動法人など 

 

●対象となる経費は・・・ 

  対象事業の施設等の整備に必要な整備費の範囲内 

  ※ただし以下の費用は対象外 

  1 土地の買収や整備に要する費用 

  2 既存建物の買収（新築するより効率的な場合はのぞく）など 

   

●交付額は・・・ 

  東京都の補助対象事業の１/8 以内 

 

ご不明点や詳細につきましては、下記までお問い合わせください。 

江戸川区中央１－４－１ ２階①番窓口 

江戸川区福祉部障害者福祉課計画調整係 

              電話 03-5662-0044（直通） 

江戸川区障害者グループホーム等 

 
整備費補助 

 
江戸川区では、知的障害者や身体障害者の方が安心して暮らしていけるよ

う、障害者グループホーム等の整備費の補助事業を行っています。 

 


